
 
　地方公共団体は、前年度決算の赤字比率（実質収支／標準財政規模）が一定規模（道府県は
５％、市町村は20％）に達した場合※には、財政再建計画を作成して財政の再建（＝赤字の解
消）を行わなければ、地方債の発行が原則としてできないこととなります（地方財政再建促進
特別措置法第23条第１項。なお、このような財政再建を行う地方公共団体を「財政再建団体」
といいます。）。 
　財政再建団体は、財政再建計画の作成について国への協議と同意を得ることが必要となり、
この計画に基づいて予算を調製しなければなりません。 
　こうしたことを通じて地方債の元利払いが確実に行われるよう担保されています。 
※都については、実質収支赤字額が、別途、法令に基づいて算定した額に達した場合 

4 地方公共団体が一定水準以上の 
実質赤字となった場合の措置～財政再建制度 

標準財政規模とは？ 

地方公共団体の地方税・地方譲与税や地方交付税等（一般財源）の標準規模を示すものです。 

実質収支とは？ 

実質収支 ＝（歳入総額 － 歳出総額）－ 翌年度に繰り越すべき財源 

　　　　　　　　　 形式収支 

再建の申出 再建の申出には、議会の議決が必要です。 

総務大臣による指定日の指定 
指定日とは、その日現在において財政再建を策定するべき基準日です。 
指定日の属する年度が財政再建計画の初年度となります。 

財政再建計画の策定 財政再建計画の内容は、以下のとおりです。 
　・財政の再建の期間（概ね8年以内とされています。） 
　・財政の再建の基本方針 
　・財政の再建に必要な具体的措置 
　・歳入歳出年次総合計画 議会による計画の議決 

再建計画に係る総務大臣との協議及び同意 

長による予算の調製 
財政再建団体の長は、財政再建計画に基づいて予算を調製しなければ 
なりません。 

再建計画の変更の際の総務大臣との協議及び同意 
補正予算を編成する場合はその度ごとに再建計画の変更が必要となり 
ます。 

再建の完了 

財政の再建が完了した年度の経過後4月以内に総務大臣へ報告します 
（完了年度の翌年度の7月末日までに行います）。 

　なお、国は財政再建団体に対して以下の財政支援策をとります。 
・地方債の制限の解除 
・一時借入金について政府資金の融資を斡旋 
・一時借入金の一定の利子について特別交付税措置 

再建完了の報告 

Q＆A

　民間企業と同じで、財政状況の悪い地方公共団体ほどデフォルトリスク（信用力に問題がある）の
ではないですか？ 

　地方債は、その償還財源を国が制度的に保障したうえで、早期是正措置としての起債許可制度、起債制限

制度、財政再建制度等により、その安全性を維持する仕組みとしていることから、財政状況の良し悪しに関

わらず、デフォルトすることはありません。特に実質収支の赤字が一定規模に達した地方公共団体は、財政再建制

度により国のコントロールのもと財政再建を行い、地方債の償還を確実に行うこととなりますので、これが最終的

な地方債のセーフティネットであると考えています。 

　なお、地方債の元利償還を確実に行うことについては、片山元総務大臣も国会で以下のとおり答弁しています。 

 

（154回衆議院総務委員会　2002/03/05　民主党中村議員の質疑に対する答弁） 

「・・・地方債がデフォルトすることはありません。そのための許可制度です。・・・それから、地方団体そのものが赤字

をたくさん出すことはありますよ、・・・その場合には財政再建、地方財政再建制度というのがご承知のとおりあ

りますし、だから、そういうことで、地方債そのものがデフォルトすることはありません。」 

 

（154回参議院行政監視委員会　2002/06/03　民主党大塚議員の質疑に対する答弁） 

「・・・地方債というのは今は許可なんですよね。18年度から協議に変わりますけれども、何で許可や協議をするかと

いったら、地方債の元利償還について国が責任を持つということなんですね。」 

「・・・地方財政制度全体の中で、それは、元利償還については国が責任を持つという仕組みになっているんです。」 

Q1

A.

　各発行団体が個別に条件交渉を行うことにより、地方公共団体間の資金調達コストに差がつき、信
用力の差が拡大するのではないですか？ 

　地方債は、どの地方公共団体が発行するものも、課税権や財源保障制度、早期是正措置としての起債許可

制度、起債制限制度、財政再建制度を通じてデフォルトが生じない仕組みとなっています。各発行団体は、

資金調達コストを最小限とするための効率的な資金調達手段を組み合わせて選択しているため、市場公募地方債の

条件交渉を個別に行うことによって、各発行体の信用力に影響を及ぶことはないと考えています。 

Q4

A.

　第３セクターや土地開発公社の債務については、地方公共団体の債務保証や出資の限度内において地方公

共団体が責任を負うものであり、その範囲内で財政運営に影響を及ぼす可能性がありますが、無限邸に債務

の全額を地方公共団体が負担することは法的にはありません。 

A.

　第３セクターや土地開発公社の債務が地方公共団体の財政運営に悪影響を及ぼすのではないですか？ Q3

　地方公共団体も民間企業のように破産するのですか？　 Q2

A.地方公共団体は、民間企業とは異なり、破産法の適用がなく、現行法制上は、破産することはありません。 
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